
規

則 

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

令
和
四
年
二
月
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
四
号 

 
 

 

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
規

則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
及
び
第
六
条
」
を
「
、
第
四
条
及
び
第
七
条
」
に
改
め
、

同
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

三 

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
。
次
号

及
び
第
六
号
に
お
い
て
「
住
宅
品
質
確
保
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
二
第
三
項
の
確
認

書
又
は
同
条
第
四
項
の
住
宅
性
能
評
価
書
（
い
ず
れ
も
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ

る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
確
認
書
等
」
と
い
う
。
）

の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合 

当
該
確
認
書
等
又
は
そ
の
写
し 

 

第
一
条
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「
第
七
号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同

条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
六
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
五

項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
八
号
中
「
第
四
条
第
一
号
」
を
「
第
五
条

第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
九
号
中
「
第
四
条
第
二
号
」
を
「
第

五
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
十
号
中
「
第
四
条
第
三
号
本
文
」

を
「
第
五
条
第
三
号
本
文
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。 

 
 

十 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書
を
別
に
指
定
し
た
場
合 

当
該
指
定
図
書 

第
二
条
第
一
号
中
「
前
条
第
五
号
」
を
「
前
条
第
四
号
」
に
、
「
表
」
を
「
表
一
又
は
表
二
」

に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
前
条
第
六
号
」
を
「
前
条
第
五
号
」

に
、
「
表
」
を
「
表
一
又
は
表
二
」
に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

「
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
」
を
削
り
、
「
表
」
を
「
表
一
又
は
表
二
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
中
「
変
更
の
認
定
申
請
」
の
下
に
「
（
法
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

五
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
の
申
請
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
六
条
を
第
七
条
と
す
る
。 

第
五
条
中
「
第
十
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
、
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
同
条
を
第

六
条
と
し
、
第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
容
積
率
の
特
例
に
係
る
許
可
申
請
） 



第
四
条 

省
令
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
が
規
則
で
定
め
る
図
書
又
は
書
面
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
一
条
の
三
第
一
項

の
表
一
に
掲
げ
る
付
近
見
取
図
、
配
置
図
、
各
階
平
面
図
及
び
二
面
以
上
の
立
面
図
並
び 

 

に
同
項
の
表
二
の
二
十
九
項
に
掲
げ
る
日
影
図
（
建
築
基
準
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
日
影
に
よ
る
高
さ
の
制
限
を
受
け
る
建
築
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

二 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

様
式
第
一
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

様
式
第
二
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
の 

備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
の 

備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

 

様
式
第
四
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
の 

備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
二
条 

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
一
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
七
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
を
同

条
第
十
一
号
と
し
、
同
条
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

十 

第
六
条
本
文
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
場
合 

当
該
基
準

に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
図
書 

 

第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
自
然
災
害
に
よ
る
被
害
の
発
生
の
防
止
又
は
軽
減
へ
の
配
慮
に
関
す
る
基
準
） 

第
六
条 

法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
自
然
災
害
に
よ
る
被
害
の
発
生
の
防
止
又
は

軽
減
へ
の
配
慮
に
関
す
る
基
準
は
、
認
定
申
請
に
係
る
建
築
物
を
次
の
区
域
に
お
い
て
建
築

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
区
域
の
廃
止
若
し
く
は
指
定

の
解
除
が
決
定
し
て
い
る
場
合
又
は
短
期
間
で
当
該
区
域
の
廃
止
若
し
く
は
指
定
の
解
除
が

備
考

 
※
印
の
欄
に
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

備
考

 
※
印
の
欄
に
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

先
 

 
㊞

 
担
当
者
印

 

 

」
 

「
 

」
 

担
当
者
氏
名
 

 

「
 

備
考

 
※
印
の
欄
に
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

先
 

 
㊞

 

備
考

 
※
印
の
欄
に
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

先
 

 
㊞

 
担
当
者
印

 

 

」
 

「
 

（
第
５
条
関
係
）
 

（
第
６
条
関
係
）
 

（
第
５
条
関
係
）
 

（
第
６
条
関
係
）
 

（
第
６
条
関
係
）
 

（
第
７
条
関
係
）
 

あ
て
先

 
 

宛
 

 

あ
て
先

 
 

宛
 

 
 

あ
て
先

 
 

宛
 

 

あ
て
先

 
 

宛
先

 
 

㊞
 

担
当
者
印

 

 

」
 

「
 

「
 

」
 

担
当
者
氏
名
 

 

担
当
者
印

 

 

」
 

「
 

「
 

」
 

担
当
者
氏
名
 

 

担
当
者
氏
名

 

 

「
 

」
 



確
実
と
見
込
ま
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

地
す
べ
り
防
止
区
域 

二 
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十

七
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域 

三 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域 

 
 

様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め

る
。 

 
 

様
式
第
四
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規

定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
一
条
の
規
定
（
様
式
第
一
号
の
改
正
規
定
、
様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
の
改
正
規

定
（
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
様
式

第
四
号
の
改
正
規
定
（
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
部
分
を

除
く
。
）
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
四
項
の
規
定 

公
布
の
日 

 

二 

第
二
条
の
規
定
及
び
附
則
第
五
項
の
規
定 

令
和
四
年
四
月
一
日 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

第
一
条
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
さ
れ
る
申
請
に
係
る
図
書
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
さ
れ
た
申
請
に
係
る
図
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の

促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
第
一
条
第
三
号
の
規
定
は
、
当
分
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
。 

４ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
に
定

め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

第
六
条
の
規
定
は
、
附
則
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
日
以
後
に
さ
れ
る
申
請
に
係
る
基
準
に
つ

い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ
た
申
請
に
係
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

６ 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

（
第
６
条
関
係
）
 

（
第
７
条
関
係
）
 

（
第
７
条
関
係
）
 

（
第
８
条
関
係
）
 

（
第
５
条
関
係
）
 

（
第
６
条
関
係
）
 

（
第
６
条
関
係
）
 

（
第
７
条
関
係
）
 



 
 

 
 

 

四
条
第
三
号
た
だ
し
書
」
を
「
第
五
条
第
三
号
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。 

10 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
十
五
号
委
任
事
務
の
欄 

中
「
第 

四
条
第
三
号
た
だ
し
書
」
を
「
第
五
条
第
三
号
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。 

 


